
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報提供端末から送信される配送情報を端末に送信する電子情報配信システムにおいて、
配送先となる端末を特定するための配送先アドレスと前記配送先アドレスを所定のグルー
プ毎に分類する属性情報とを含む顧客情報を記憶する顧客情報蓄積手段と、
配送情報と該配送情報の配送先を指定する条件である属性条件とを前記情報提供端末から
受信し、該配送情報と該属性条件とを対応づけて記憶する配送情報蓄積手段と、
前記配送情報蓄積手段に記憶される配送情報毎に前記配送情報に対する識別子を決定して
前記配送情報と前記識別子とを対応づけて共通配送情報として記憶するとともに、前記共
通配送情報として記憶された配送情報に対応する属性条件を前記配送情報蓄積手段から読
み出し、読み出した属性条件に一致する属性情報が設定された配送先アドレスを前記顧客
情報蓄積手段から抽出し、抽出した配送先アドレスに対して、前記共通配送情報に設定さ
れた識別子を通知する個人向け配送情報を生成する配送情報個別化手段と、
前記配送情報個別化手段が生成した個人向け配送情報を送信する対象となる端末に送信す
る配送サーバ手段とを有し、
前記端末からの指示に応じて、識別子に対応する共通配送情報を前記配送情報個別化手段
から読み出して、前記端末に送信することを特徴とする電子情報配送システム。
【請求項２】
情報提供端末から送信される配送情報を端末に送信する電子情報配信システムにおいて、
配送先となる端末を特定するための配送先アドレスを含む顧客情報に対する顧客Ｉｄを決
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定するとともに、前記顧客情報と顧客Ｉｄとを関連づけて記憶する顧客情報蓄積手段と、
配送情報と該配送情報を配送する対象となる顧客Ｉｄとを前記情報提供端末から受信し、
該配送情報と該顧客Ｉｄとを対応づけて記憶する配送情報蓄積手段と、
前記配送情報蓄積手段に記憶される配送情報毎に前記配送情報に対する識別子を決定して
前記配送情報と識別子とを対応づけて共通配送情報として記憶するとともに、前記共通配
送情報として記憶された配送情報に対応する顧客Ｉｄを前記配送情報蓄積手段から読み出
し、読み出した顧客Ｉｄに一致する顧客Ｉｄが設定された配送先アドレスを前記顧客情報
蓄積手段から抽出し、抽出した配送先アドレスに対して、前記共通配送情報に設定された
識別子を通知する個人向け配送情報を生成する配送情報個別化手段と、
前記配送情報個別化手段が生成した個人向け配送情報を送信する対象となる端末に送信す
る配送サーバ手段とを有し、
前記端末からの指示に応じて、識別子に対応する共通配送情報を前記配送情報個別化手段
から読み出して、前記端末に送信することを特徴とする電子情報配送システム。
【請求項３】
前記配送情報個別化手段は、同一の配送先アドレスに対して個人向け配送情報が複数ある
場合に、各個人向け配送情報に含まれる識別子をまとめて、１つの個人向け配送情報とし
て生成することを特徴とする請求項１または請求項２記載の電子情報配送システム。
【請求項４】
前記配送情報は、配送情報の内容を示すタイトルを含み、前記配送情報個別化手段は、前
記配送情報に対応するタイトルを前記識別子に関連づけて個人向け配送情報を生成するこ
とを特徴とする請求項１または請求項２記載の電子情報配送システム。
【請求項５】
前記配送情報蓄積手段はさらに、前記情報提供端末からの指示に基づいて、前記個人向け
配送情報の送信期日に関する情報である配送条件を前記配送情報に関連づけて記憶し、
前記配送情報個別化手段は、前記配送情報蓄積手段に記憶された配送条件に基づいて、配
送情報を前記配送情報蓄積手段から抽出し、抽出された配送情報からそれぞれ個人向け配
送情報を生成することを特徴とする請求項１または請求項２記載の電子情報配送システム
。
【請求項６】
前記顧客情報蓄積手段は、顧客名を含む顧客情報を配送先アドレスに対応づけて記憶し、
前記配送情報個別化手段は、個人向け配送情報にさらに、前記配送情報蓄積手段に記憶さ
れる属性条件または顧客Ｉｄに一致する顧客情報が設定された配送先アドレスに対応する
顧客名を前記顧客情報蓄積手段から読み出し、読み出した顧客名を含む個人向け配送情報
を生成することを特徴とする請求項１または請求項２記載の電子情報配送システム。
【請求項７】
情報提供端末から送信される配送情報を端末に送信する電子情報配信方法において、
配送先となる端末を特定するための配送先アドレスと前記配送先アドレスを所定のグルー
プ毎に分類する属性情報とを含む顧客情報を記憶し、
配送情報と該配送情報の配送先を指定する条件である属性条件とを前記情報提供端末から
受信して該配送情報と該属性条件とを対応づけて記憶し、
前記記憶された配送情報毎に前記配送情報に対応する識別子を決定して前記配送情報と前
記識別子とを対応づけて共通配送情報として記憶し、
前記共通配送情報として記憶された配送情報に対応する属性条件を読み出し、読み出した
属性条件に一致する属性情報が設定された配送先アドレスを抽出し、抽出した配送先アド
レスに対して、前記共通配送情報に設定された識別子を通知する個人向け配送情報を生成
し、
生成した個人向け配送情報を送信する対象となる端末に送信し、
前記端末からの指示に応じて、識別子に対応する共通配送情報を読み出して前記端末に送
信することを特徴とする電子情報配送方法。
【請求項８】
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情報提供端末から送信される配送情報を端末に送信する電子情報配信プログラムであって
、
配送先となる端末を特定するための配送先アドレスと前記配送先アドレスを所定のグルー
プ毎に分類する属性情報とを含む顧客情報を記憶する顧客情報蓄積ステップと、
配送情報と該配送情報の配送先を指定する条件である属性条件とを前記情報提供端末から
受信し、該配送情報と該属性条件とを対応づけて記憶する配送情報蓄積ステップと、
前記配送情報蓄積ステップにおいて記憶される配送情報を識別子と対応づけて共通配送情
報として記憶する共通配送情報記憶ステップと、
前記共通配送情報記憶ステップにおいて共通配送情報として記憶された配送情報に対応す
る属性条件を読み出し、読み出した属性条件に一致する属性情報が設定された配送先アド
レスを前記顧客情報蓄積ステップにおいて記憶された情報から抽出し、抽出した配送先ア
ドレスに対して、前記共通配送情報に設定された識別子を通知する個人向け配送情報を生
成する個人向け配送情報生成ステップと、前記個人向け配送情報生成ステップにおいて生
成した個人向け配送情報を送信する対象となる端末に送信する個人向け配送情報配送ステ
ップと、
前記端末からの指示に応じて、識別子に対応する共通配送情報を前記共通配送情報記憶ス
テップにおいて記憶された情報から読み出して、前記端末に送信する配送ステップと、
をコンピュータに実行させるための電子情報配送プログラム。
【請求項９】
情報提供端末から送信される配送情報を端末に送信する電子情報配信プログラムを記憶し
た記録媒体において、
前記電子情報配信プログラムは、
配送先となる端末を特定するための配送先アドレスと前記配送先アドレスを所定のグルー
プ毎に分類する属性情報とを含む顧客情報を記憶する顧客情報蓄積ステップと、
配送情報と該配送情報の配送先を指定する条件である属性条件とを前記情報提供端末から
受信し、該配送情報と該属性条件とを対応づけて記憶する配送情報蓄積ステップと、
前記配送情報蓄積ステップにおいて記憶される配送情報を識別子と対応づけて共通配送情
報として記憶する共通配送情報記憶ステップと、
前記共通配送情報記憶ステップにおいて共通配送情報として記憶された配送情報に対応す
る属性条件を読み出し、読み出した属性条件に一致する属性情報が設定された配送先アド
レスを前記顧客情報蓄積ステップにおいて記憶された情報から抽出し、抽出した配送先ア
ドレスに対して、前記共通配送情報に設定された識別子を通知する個人向け配送情報を生
成する個人向け配送情報生成ステップと、前記個人向け配送情報生成ステップにおいて生
成した個人向け配送情報を送信する対象となる端末に送信する個人向け配送情報配送ステ
ップと、
前記端末からの指示に応じて、識別子に対応する共通配送情報を前記共通配送情報記憶ス
テップにおいて記憶された情報から読み出して、前記端末に送信する配送ステップと、
をコンピュータに行わせることを特徴とする電子情報配送プログラムを記録した記録媒体
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、格納領域を削減し、配送された電子情報の確認作業を簡略化することができ
る電子情報配送システム、電子情報配送方法、及び電子情報配送プログラムを記録した記
録媒体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、コンピュータネットワークを使用して、利用者間で情報の送受信を行う方法と
して電子メールが知られている。電子メールは、インターネット上の電子メールアドレス
を有している相手であればいつでも簡単に送ることが可能である。また、従来は、この電
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子メールをダイレクトメールとして利用し、送信相手にダイレクトメールを送信していた
。
また、ダイレクトメールを送信する方法として、情報提供者から送信されるダイレクトメ
ールを一時サーバに記憶しておき、ダイレクトメールが届いたことの通知を通知情報とし
て受信者宛に送信し、通知情報を確認した受信者のアクセスに応じて、ダイレクトメール
を送信する方法があった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来技術におけるダイレクトメールを送信する場合、情報提供者からダイ
レクトメールの情報を受信する毎に、サーバ等に受信した電子情報を個別に格納しなけれ
ばならず、電子情報を格納する格納領域が拡大してしまう問題があった。
また、上述したように、通知情報を送信し、アクセスに応じてダイレクトメールを送信す
る方法においては、ダイレクトメールが情報提供者から送信される毎に通知情報が受信者
宛に送信されていたので、受信者は、この通知情報を受信する毎に通知情報を参照し、ダ
イレクトメールを読み出す必要があり、ダイレクトメールを閲覧する作業が受信者にとっ
て繁雑であった。
【０００４】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、送信する電子情報を格納
する格納領域の拡大を低減させ、配送された電子情報の確認作業を簡略化することができ
る電子情報配送システム、電子情報配送方法、及び電子情報配送プログラムを記録した記
録媒体を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、情報提供端末から送信される配送情報を端末に送
信する電子情報配信システムにおいて、配送先となる端末を特定するための配送先アドレ
スと前記配送先アドレスを所定のグループ毎に分類する属性情報とを含む顧客情報を記憶
する顧客情報蓄積手段と、配送情報と該配送情報の配送先を指定する条件である属性条件
とを前記情報提供端末から受信し、該配送情報と該属性条件とを対応づけて記憶する配送
情報蓄積手段と、前記配送情報蓄積手段に記憶される配送情報毎に前記配送情報に対する
識別子を決定して前記配送情報と前記識別子とを対応づけて共通配送情報として記憶する
とともに、前記共通配送情報として記憶された配送情報に対応する属性条件を前記配送情
報蓄積手段から読み出し、読み出した属性条件に一致する属性情報が設定された配送先ア
ドレスを前記顧客情報蓄積手段から抽出し、抽出した配送先アドレスに対して、前記共通
配送情報に設定された識別子を通知する個人向け配送情報を生成する配送情報個別化手段
と、前記配送情報個別化手段が生成した個人向け配送情報を送信する対象となる端末に送
信する配送サーバ手段とを有し、前記端末からの指示に応じて、識別子に対応する共通配
送情報を前記配送情報個別化手段から読み出して、前記端末に送信することを特徴とする
。
【０００６】
上記構成によれば、複数の共通配送情報をそれぞれ識別子に対応づけて共通配送情報とし
て記憶しておき、属性条件に一致する属性情報を有する顧客宛に配送情報が届いたことの
通知を行い、送信指示がなされた識別子が設定された共通配送情報を読み出して送信する
ようにしたので、顧客の趣味や嗜好に応じた配送情報を配信することができるとともに、
送信対象となる顧客毎に配送情報を記憶しておく場合に比べ、配送情報の格納領域の拡大
を低減させることができる。
【０００７】
また、この発明によれば、情報提供端末から送信される配送情報を端末に送信する電子情
報配信システムにおいて、配送先となる端末を特定するための配送先アドレスを含む顧客
情報に対する顧客Ｉｄを決定するとともに、前記顧客情報と顧客Ｉｄとを関連づけて記憶
する顧客情報蓄積手段と、配送情報と該配送情報を配送する対象となる顧客Ｉｄとを前記
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情報提供端末から受信し、該配送情報と該顧客Ｉｄとを対応づけて記憶する配送情報蓄積
手段と、前記配送情報蓄積手段に記憶される配送情報毎に前記配送情報に対する識別子を
決定して前記配送情報と識別子とを対応づけて共通配送情報として記憶するとともに、前
記共通配送情報として記憶された配送情報に対応する顧客Ｉｄを前記配送情報蓄積手段か
ら読み出し、読み出した顧客Ｉｄに一致する顧客Ｉｄが設定された配送先アドレスを前記
顧客情報蓄積手段から抽出し、抽出した配送先アドレスに対して、前記共通配送情報に設
定された識別子を通知する個人向け配送情報を生成する配送情報個別化手段と、前記配送
情報個別化手段が生成した個人向け配送情報を送信する対象となる端末に送信する配送サ
ーバ手段とを有し、前記端末からの指示に応じて、識別子に対応する共通配送情報を前記
配送情報個別化手段から読み出して、前記端末に送信することを特徴とする。
【０００８】
上記構成によれば、複数の共通配送情報をそれぞれ識別子に対応づけて共通配送情報とし
て記憶しておき、顧客Ｉｄによって指定された顧客宛に配送情報が届いたことの通知を行
い、送信指示がなされた識別子が設定された共通配送情報を読み出して送信するようにし
たので、顧客毎に個別に配送情報を配信することができるとともに、送信対象となる顧客
毎に配送情報を記憶しておく場合に比べ、配送情報の格納領域の拡大を低減させることが
できる。
【０００９】
また、この発明は、上述の電子情報配送システムにおいて、前記配送情報個別化手段が、
同一の配送先アドレスに対して個人向け配送情報が複数ある場合に、各個人向け配送情報
に含まれる識別子をまとめて、１つの個人向け配送情報として生成することを特徴とする
。
【００１０】
上記構成によれば、各個人向け配送情報に含まれる識別子をまとめて、１つの個人向け配
送情報として生成するようにしたので、顧客は、自分宛に届いた配送情報の一覧を取得で
きる。
【００１１】
また、この発明は、上述の電子情報配送システムにおいて、前記配送情報が、配送情報の
内容を示すタイトルを含み、前記配送情報個別化手段は、前記配送情報に対応するタイト
ルを前記識別子に関連づけて個人向け配送情報を生成することを特徴とする。
【００１２】
上記構成によれば、配送情報に対応するタイトルを識別子に関連づけて個人向け配送情報
を生成するようにしたので、顧客は、個人向け配送情報のタイトルを参照することができ
る。
【００１３】
また、この発明は、上述の電子情報配送システムにおいて、前記配送情報蓄積手段はさら
に、前記情報提供端末からの指示に基づいて、前記個人向け配送情報の送信期日に関する
情報である配送条件を前記配送情報に関連づけて記憶し、前記配送情報個別化手段は、前
記配送情報蓄積手段に記憶された配送条件に基づいて、配送情報を前記配送情報蓄積手段
から抽出し、抽出された配送情報からそれぞれ個人向け配送情報を生成することを特徴と
する。
【００１４】
上記構成によれば、配送条件に基づいて配送情報を配送情報蓄積手段から抽出し、抽出さ
れた配送情報からそれぞれ個人向け配送情報を生成するようにしたので、情報提供者の希
望に応じた時期に配送情報が届いたことの通知を行うことができる。
【００１５】
また、この発明は、上述の電子情報配送システムにおいて、前記顧客情報蓄積手段が、顧
客名を含む顧客情報を配送先アドレスに対応づけて記憶し、前記配送情報個別化手段は、
個人向け配送情報にさらに、前記配送情報蓄積手段に記憶される属性条件または顧客Ｉｄ
に一致する顧客情報が設定された配送先アドレスに対応する顧客名を前記顧客情報蓄積手
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段から読み出し、読み出した顧客名を含む個人向け配送情報を生成することを特徴とする
。
【００１６】
上記構成によれば、配送先アドレスに対応する顧客名を顧客情報蓄積手段から読み出し、
読み出した顧客名を個人向け配送情報に設定するようにしたので、送信する対象となる顧
客に応じた情報を提供することができる。
【００１７】
また、この発明は、情報提供端末から送信される配送情報を端末に送信する電子情報配信
方法において、配送先となる端末を特定するための配送先アドレスと前記配送先アドレス
を所定のグループ毎に分類する属性情報とを含む顧客情報を記憶し、配送情報と該配送情
報の配送先を指定する条件である属性条件とを前記情報提供端末から受信して該配送情報
と該属性条件とを対応づけて記憶し、前記記憶された配送情報毎に前記配送情報に対応す
る識別子を決定して前記配送情報と前記識別子とを対応づけて共通配送情報として記憶し
、前記共通配送情報として記憶された配送情報に対応する属性条件を読み出し、読み出し
た属性条件に一致する属性情報が設定された配送先アドレスを抽出し、抽出した配送先ア
ドレスに対して、前記共通配送情報に設定された識別子を通知する個人向け配送情報を生
成し、生成した個人向け配送情報を送信する対象となる端末に送信し、前記端末からの指
示に応じて、識別子に対応する共通配送情報を読み出して前記端末に送信することを特徴
とする。
【００１８】
また、本発明は、情報提供端末から送信される配送情報を端末に送信する電子情報配信プ
ログラムであって、配送先となる端末を特定するための配送先アドレスと前記配送先アド
レスを所定のグループ毎に分類する属性情報とを含む顧客情報を記憶する顧客情報蓄積ス
テップと、配送情報と該配送情報の配送先を指定する条件である属性条件とを前記情報提
供端末から受信し、該配送情報と該属性条件とを対応づけて記憶する配送情報蓄積ステッ
プと、前記配送情報蓄積ステップにおいて記憶される配送情報を識別子と対応づけて共通
配送情報として記憶する共通配送情報記憶ステップと、前記共通配送情報記憶ステップに
おいて共通配送情報として記憶された配送情報に対応する属性条件を読み出し、読み出し
た属性条件に一致する属性情報が設定された配送先アドレスを前記顧客情報蓄積ステップ
において記憶された情報から抽出し、抽出した配送先アドレスに対して、前記共通配送情
報に設定された識別子を通知する個人向け配送情報を生成する個人向け配送情報生成ステ
ップと、前記個人向け配送情報生成ステップにおいて生成した個人向け配送情報を送信す
る対象となる端末に送信する個人向け配送情報配送ステップと、前記端末からの指示に応
じて、識別子に対応する共通配送情報を前記共通配送情報記憶ステップにおいて記憶され
た情報から読み出して、前記端末に送信する配送ステップと、をコンピュータに実行させ
ることを特徴とする。
【００１９】
また、この発明は、情報提供端末から送信される配送情報を端末に送信する電子情報配信
プログラムを記憶した記録媒体において、前記電子情報配信プログラムは、配送先となる
端末を特定するための配送先アドレスと前記配送先アドレスを所定のグループ毎に分類す
る属性情報とを含む顧客情報を記憶する顧客情報蓄積ステップと、配送情報と該配送情報
の配送先を指定する条件である属性条件とを前記情報提供端末から受信し、該配送情報と
該属性条件とを対応づけて記憶する配送情報蓄積ステップと、前記配送情報蓄積ステップ
において記憶される配送情報を識別子と対応づけて共通配送情報として記憶する共通配送
情報記憶ステップと、前記共通配送情報記憶ステップにおいて共通配送情報として記憶さ
れた配送情報に対応する属性条件を読み出し、読み出した属性条件に一致する属性情報が
設定された配送先アドレスを前記顧客情報蓄積ステップにおいて記憶された情報から抽出
し、抽出した配送先アドレスに対して、前記共通配送情報に設定された識別子を通知する
個人向け配送情報を生成する個人向け配送情報生成ステップと、前記個人向け配送情報生
成ステップにおいて生成した個人向け配送情報を送信する対象となる端末に送信する個人

10

20

30

40

50

(6) JP 3597477 B2 2004.12.8



向け配送情報配送ステップと、前記端末からの指示に応じて、識別子に対応する共通配送
情報を前記共通配送情報記憶ステップにおいて記憶された情報から読み出して、前記端末
に送信する配送ステップとをコンピュータに行わせることを特徴とする。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態による電子情報配送システムを図面を参照して説明する。図１
は、この発明の一実施形態による電子情報配送システムの構成を示す概略ブロック図であ
る。この図において、符号１は、電子情報配送システムである。符号２は、電子情報配送
システム１を利用して、情報を提供する情報提供者である。符号３は、電子情報配送シス
テム１を利用する利用者であり、情報提供者２が提供する情報を、パソコン上で動作する
Ｗｅｂブラウザ３１とインターネット接続可能な携帯電話３２を使用して取得する。符号
１ａは、電子情報の配送処理を管理する管理部であり、電子情報配送システム１の運転を
管理する運転管理部１１と配送する電子情報の管理を行う配送情報管理部１２からなる。
符号１ｂは、配送処理部である。符号１３は、配送情報管理部１２において受けた情報提
供者からの情報に対してフィルタ処理を施すフィルタ機能部である。符号１４は、フィル
タ機能部１３によってフィルタリングされた情報を個別化する個別化機能部である。
【００２１】
符号１５は、個別化機能部１４によって個別化された情報を振り分けて配送する配送振り
分け部である。符号１６は、配送された情報の状態変化を記録する履歴情報ファイルであ
る。符号１７は、履歴情報ファイル１６を参照して、配送された情報の状態を情報提供者
２へ通知する履歴参照部である。符号１８は、利用者３の属性情報が定義された利用者属
性情報ファイルであり、利用者３毎に趣味や嗜好に関する情報が定義されている。符号１
９は、利用者毎に設けられたデータファイルを有する電子私書箱であり、情報提供者２か
ら提供された情報は配送処理部１ｂによってこの電子私書箱に蓄えられる。符号２０は、
利用者２に対して情報を配送する配送サーバである。符号２１は、携帯電話３２を電子情
報配送システム１に接続するために携帯電話接続ゲートウェイである。
【００２２】
次に、図１を参照して、電子情報配送システム１の基本動作を説明する。ここでは、情報
提供者２が利用者３に対してダイレクトメールを送信することを例にして説明する。
まず、情報提供者２は、ダイレクトメールの内容である電子情報を情報提供者２が所有す
るパソコン等を使用して作成する。ここで作成される電子情報とは、文書データ、画像デ
ータ、音データ等からなるデジタルデータである。そして、情報提供者２は、作成した電
子情報を含むダイレクトメール発送要求を電子情報配送システム１へ送信する。このとき
、情報提供者２は、電子情報を配送する場合の配送条件を合わせて電子情報配送システム
１へ送信する。ここでいう配送条件とは、ダイレクトメールを配送する配送先を限定する
ための条件であり、利用者の年齢範囲や趣味、嗜好を指定して、この条件を満たす利用者
に対してのみダイレクトメールを配送するために使用されるものである。
【００２３】
情報提供者２より送信された電子情報と配送条件は、配送情報管理部１２によって受信さ
れ、配送情報管理部１２内にこの電子情報は保持される。そして、配送情報管理部１２は
、内部に保持されている電子情報と配送条件をフィルタ機能部１３へ出力する。これを受
けて、フィルタ機能部１３は、利用者属性情報ファイル１８を参照して、受け取った配送
条件に合致する利用者を抽出する。続いて、フィルタ機能部１３は、配送条件に合致した
利用者毎に電子情報を個別化機能部１４へ出力する。ここで出力される電子情報は、配送
条件に合致した利用者の数と同数だけ出力される。
【００２４】
次に、個別化機能部１４は、フィルタ機能部１３から受け取った電子情報に対して、利用
者毎に必要な情報を付与してダイレクトメールの様式に変換する個別化処理を行う。この
個別化処理では、宛先や差し出し人の情報を付与するとともに、予め決められたダイレク
トメールの様式に電子情報をはめ込む等の処理が施される。ただし、ここでいう宛先とは
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、利用者３毎に設けられた電子私書箱１９を特定するための私書箱ＩＤである。
【００２５】
次に、個別化機能部１４は、利用者毎に個別化処理が施された電子情報を配送振り分け部
１５へ出力する。これを受けて、配送振り分け部１５は、個別化機能部１４から受け取っ
た電子情報に付与されている宛先（私書箱ＩＤ）に基づいて、振り分けを行い電子情報を
電子私書箱１９へ出力する。電子私書箱１９は、この電子情報を受け取り、私書箱ＩＤに
基づいて該当するデータファイルへ蓄える。また、配送振り分け部１５は、電子私書箱１
９へ電子情報を出力するのと同期して、配送サーバ２０を介して、ダイレクトメールを配
送した私書箱を所有している利用者３へダイレクトメールが届いたことを通知する。
利用者３は、この通知を受けて、Ｗｅｂブラウザ３１または携帯電話３２によって、電子
私書箱１９に蓄えられている電子情報を取得する。これによって、情報提供者２から送信
されたダイレクトメールが利用者３へ届くこととなる。
【００２６】
一方、電子私書箱１９は、配送振り分け部１５から電子情報を受け取った時点と、利用者
３が電子私書箱１９に蓄えられている電子情報を取得した時点で、その旨を示す情報を履
歴情報ファイル１６へ蓄える。情報提供者２は、ダイレクトメール発送要求を送信した後
の任意のタイミングで電子情報配送システム１に対して、履歴情報参照要求を送信する。
この履歴情報参照要求は、履歴参照部１７によって受信される。これを受けて、履歴参照
部１７は、該当するダイレクトメールに関する履歴情報を履歴情報ファイル１６から読み
出して、その内容を情報提供者２へ送信する。
【００２７】
情報提供者２は、履歴参照部１７から送信された履歴情報を取得し、内容を確認する。こ
れによって、情報提供者は、発送を要求したダイレクトメールが何通発送され、その発送
されたダイレクトメールが何人の利用者に見てもらったかを把握することができる。
なお、前述した説明では、配送条件を指定した場合の動作を説明したが、配送条件を指定
せずに、予め私書箱ＩＤを指定して直接電子私書箱１９へ配送するようにしてもよい。
【００２８】
このように、情報提供者２は、電子情報配送システム１に対して、ダイレクトメールの内
容と配送条件を送信するだけで、複数のダイレクトメールを送ることができる。また、配
送条件に合致する利用者のみにダイレクトメールを送るようにしたため、効率よくメール
の発送を行うことが可能となる。
【００２９】
次に、第２の実施形態について、図面を用いて説明する。図２は、この発明の第２の実施
形態における電子情報配送システムの構成を示す概略ブロック図である。この図において
、電子情報配送システムは、情報提供端末１００－１～１００－２と、顧客端末１１０－
１～顧客端末１１０－ｎと、顧客情報蓄積部２００と、配送情報蓄積部３００と、配送情
報個別化部４００と、配送サーバ５００とによって構成され、各部がインターネットなど
のネットワークによって接続される。
【００３０】
顧客情報蓄積部２００は、顧客情報蓄積部２００は、顧客情報管理装置２１０と、顧客情
報格納領域２５０とから構成され、配送先となる顧客端末１１０－ｎを特定するための配
送先アドレスと配送先アドレスを所定のグループ毎に分類する属性情報と顧客の名前であ
る顧客名とを含む顧客情報を情報提供端末１００－ｍまたは顧客端末１１０－ｎから受信
して記憶する。
【００３１】
この配送先アドレスは、配送情報を送信する宛先の情報であり、例えば、電子メールのア
ドレスまたはファクシミリの番号である。
属性情報は、顧客の趣味や嗜好等に応じてグループ化された属性であり、例えば、ネット
ワークに関する分野を示す「ＮＷ」、ソフトウェアの分野を示す「ソフト」、ハードウェ
アの分野を示す「ハード」等が設定される。この属性情報の登録は、顧客端末１１０－ｎ
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の表示装置に表示された、予め顧客情報蓄積部２００に記憶されている属性情報のリスト
（図３）のなかから外部の端末からの指示によって選択される属性情報が顧客情報として
設定される。なお、属性情報の登録は、属性情報のリスト以外の属性情報が、外部からの
指示に応じて設定されてもよい。
【００３２】
また、顧客情報蓄積部２００は、配送先アドレスを含む顧客情報を情報提供端末１００－
ｍまたは顧客端末１１０－ｎから受信し、該顧客情報に対する顧客Ｉｄを決定するととも
に、顧客情報と顧客Ｉｄとを関連づけて記憶する。
【００３３】
顧客情報蓄積部２００の顧客情報管理装置２１０は、情報提供端末１００－ｍまたは顧客
端末１１０－ｎから受信した顧客情報を顧客情報格納領域２５０に記憶する。また、顧客
情報管理装置２１０は、受信した顧客情報に対する顧客Ｉｄを決定するとともに、顧客情
報と顧客Ｉｄとを関連づけて顧客情報格納領域２５０に記憶する。
【００３４】
顧客情報格納領域２５０は、顧客情報獲得装置２１０から出力される顧客情報を記憶する
。例えば、顧客情報格納領域２５０は、図４に示すように、顧客情報と顧客Ｉｄに関連づ
けて記憶する。図４においては、顧客情報として、配送先アドレスと顧客名と属性情報と
が記憶される。顧客情報は、「分野」と顧客の住所に関する情報である「地区」とが記憶
される。
【００３５】
配送情報蓄積部３００は、配送情報管理装置３１０と、配送情報格納領域３５０とから構
成され、配送情報と該配送情報の配送先を指定する条件である属性条件とを情報提供端末
１００－ｍから受信し、配送情報と属性条件とを対応づけて記憶する。ここで、配送情報
は、広告する内容となる電子情報であり、例えば、ダイレクトメール等の顧客向けに配送
するための内容である電子広告情報である。
属性条件は、配送情報を配送する配送先を限定するための条件であり、利用者の年齢範囲
や趣味、嗜好を指定して、この条件を満たす利用者に対してのみ配送情報を配送するため
に使用されるものである。例えば、この属性条件は、利用者に設定される属性情報を指定
するための情報である。
【００３６】
また、配送情報蓄積部３００はさらに、情報提供端末１００－ｍからの指示に基づいて、
個人向け配送情報（詳細は後述する）の送信期日に関する情報である配送条件を配送情報
に関連づけて記憶する。この配送条件は、例えば、「２０○×年１０月２１日」のように
日付によって指定されたり、また、午前（ＡＭ）、午後（ＰＭ）、夜間などの時間帯によ
って指定されたり、また、配送期日範囲によって指定される。ここで、配送期日範囲とは
、個人向け配送情報の送信期日（以下、「情報配送日」と称する）に対応する、予め決め
られた期間である。
【００３７】
この配送期日範囲の一例を図６に示す。この図に示すように、ある年の１０月の情報配送
日は３日、１０日、…、末日のように設定されるとともに、これらの情報配送日に対応す
る配送期日範囲が「上旬、第１週」、「第２週、１０日まで」のように対応づけられてい
る。また、配送期日範囲は、この図に示すように、その月の上旬、中旬、下旬という指定
であったり、第１週、第２週、…、第５週という指定であったりする。また、情報配送日
が「３日」に対応する配送期日範囲は、「上旬」と「第１週」である（ここでは、３日が
月曜日ではないものとする）。
これら配送期日範囲および情報配送日は、電子情報配送システムの管理者などによって予
め設定される。
【００３８】
配送情報管理装置３１０は、配送情報と属性条件とを情報提供端末１００－ｍから受信し
、対応づけて配送情報格納領域３５０に記憶する。また、配送情報管理装置３１０は、情
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報提供者を識別する提供者Ｉｄを配送情報に対応づけて配送情報格納領域３５０に記憶す
る。
【００３９】
配送情報格納領域３５０は、配送情報獲得装置３１０からの出力に基づいて、図５（ａ）
に示すように、提供者Ｉｄと配送情報と属性条件と配送条件とを対応づけて記憶する。こ
の図において、提供者Ｉｄとしては、提供者Ｉｄに対応する提供者名が記憶されている。
配送情報としては、配送情報の内容を示すタイトル（図５（ｅ））と配送情報の内容であ
るコンテンツ（図５（ｂ）、（ｃ）、（ｄ））が記憶される。また、属性条件としては、
属性情報の「分野」を指定するための情報「分野」と「地区」を指定するための情報「対
象地区」が記憶される。
【００４０】
配送情報個別化部４００は、配送情報個人化装置４１０と個人向け配送情報格納領域４２
０と共通配送情報格納領域４３０とから構成される。
配送情報個人化装置４１０は、配送情報蓄積部３００の配送情報格納領域３５０に記憶さ
れる配送情報毎に配送情報に対する識別子を決定し、配送情報と識別子とを対応づけて共
通配送情報として共通配送情報格納領域４３０に記憶する。
【００４１】
また、配送情報個人化装置４１０は、共通配送情報として記憶された配送情報に対応する
属性条件を配送情報格納領域３５０から読み出し、読み出した属性条件に一致する属性情
報が設定された配送先アドレスを顧客情報格納領域２５０から抽出し、抽出した配送先ア
ドレスに対して共通配送情報に設定された識別子を通知する個人向け配送情報を生成する
。
【００４２】
また、配送情報個人化装置４１０は、個人向け配送情報にさらに、配送情報格納領域３５
０に記憶される属性条件または顧客Ｉｄに一致する顧客情報が設定された配送先アドレス
に対応する顧客名を顧客情報格納領域２５０から読み出し、読み出した顧客名が設定され
た個人向け配送情報を生成する。
【００４３】
上述した個人向け配送情報は、送信対象の共通配送情報に設定された識別子を通知すると
ともに、送信対象となる顧客に対して共通配送情報が届いたことの通知を行う情報である
。この個人向け配送情報は、例えば、図７に示すように、送信対象となる顧客に関する情
報である顧客Ｉｄ、配送先アドレス、顧客名が埋め込み情報として含まれるとともに、送
信する対象となる共通配送情報の識別子すなわち、共通配送情報が記憶されているアドレ
スを示すＵＲＬ（ＵｎｉｆｏｒｍＲｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）とタイトルが設定
される。図７に示す個人向け配送情報が顧客端末１１０－１に送信され、顧客端末１１０
－１の表示装置に表示された場合、例えば、図９に示すような表示がなされる。
【００４４】
また、配送情報個人化装置４１０は、同一の配送先アドレスに対して個人向け配送情報が
複数ある場合に、図７に示すように、各個人向け配送情報に含まれるＵＲＬをまとめて、
１つの個人向け配送情報として生成するとともに、配送情報に対応するタイトルをＵＲＬ
に関連づけて個人向け配送情報を生成する。
【００４５】
また、配送情報個人化装置４１０は、配送情報格納領域３５０に記憶された配送条件に基
づいて、配送情報を配送情報格納領域３５０から抽出し、抽出された配送情報からそれぞ
れ個人向け配送情報を生成する。例えば、配送情報個人化装置４１０は、定期的に配送情
報格納領域３５０にアクセスし、図６に示す配送期日範囲に基づいて、図５（ａ）の「１
０月第２週」に設定された配送情報と「１０月１０日ＡＭ」に設定された配送情報と「１
０月１０まで」に設定された配送情報とが同一の情報配送日「１０月１０日」であること
を検出し、１０月１０日の午前中にこれらの配送条件が設定された配送情報から個人向け
配送情報を生成し、共通配送情報を生成する。
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【００４６】
個人向け配送情報格納領域４２０は、配送情報個人化装置４１０から出力される個人向け
配送情報を記憶する。
共通配送情報格納領域４３０は、個人向け配送情報格納領域４２０から出力される共通配
送情報を記憶する。また、共通配送情報格納領域４３０は、顧客端末１１０－ｎからの指
示に応じて、個人向け配送情報に設定されたＵＲＬに基づいて、共通配送情報を顧客端末
１１０－ｎに送信する。
【００４７】
配送サーバ５００は、配送情報個別化部４００が生成した個人向け配送情報に含まれる配
送先アドレスに基づいて、送信する対象となる端末に個人向け配送情報を送信する。
【００４８】
情報提供端末１００－ｍは、例えば、情報を提供する情報提供者が所有している。また、
情報提供端末１００－ｍは、情報提供者の指示に基づき、顧客端末１１０－ｎに送信する
ための配送情報となる電子情報を生成する。図２には、情報提供端末１００－ｍとして情
報提供端末１００－１と情報提供端末１００－２とが図示されているが、ｍ台の情報提供
端末１００－ｍ（ｍは１以上の自然数）を接続することが可能である。
【００４９】
顧客端末１００－ｎ（ｎは１以上の自然数）は、例えば、顧客が所有し、配送情報を受信
する。また、顧客端末１１０－ｎは、利用者からの指示に基づいて、顧客情報を顧客情報
蓄積部２００へ送信する。
【００５０】
また、これら情報提供端末１００－ｍおよび顧客端末１１０－ｎは、周辺機器として入力
装置、表示装置等（いずれも図示せず）が接続されるものとする。ここで、入力装置とは
キーボード、マウス等の入力デバイスのことをいう。表示装置とはＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄ
ｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）や液晶表示装置等のことをいう。
【００５１】
次に、図２に示す電子情報配送システムの動作について、図４、図５、図７、図８、図９
、図１０、図１１を用いて説明する。図８は、図２に示す電子情報配送システムの動作に
ついて説明するためのフローチャートである。ここでは、属性条件が複数設定されている
場合において、少なくとも一部の属性条件を満たす顧客情報を有する顧客宛に共通配送情
報を配送する場合について説明する。
まず、顧客情報管理装置２１０は、顧客端末１１０－１から送信される送信先アドレスと
、顧客名と、属性情報とを含む顧客情報を受信すると（ステップＳ１）、受信した顧客情
報に対する顧客Ｉｄを決定し、図４に示すように、顧客情報と顧客Ｉｄとを関連づけて顧
客情報格納領域２５０に記憶する（ステップＳ２）。
【００５２】
次に、情報提供端末１００－１から配送情報と属性条件と配送条件とが送信されると（ス
テップＳ３）、配送情報管理装置３１０は、配送情報と属性条件と配送条件を受信し、こ
れらの情報と、情報提供端末１００－１に対応する提供者Ｉｄとを対応づけて配送情報格
納領域３５０に記憶する（ステップＳ４）。このステップＳ３からステップＳ４の処理動
作が繰り返されると、例えば、図５（ａ）に示すように配送情報格納領域３５０に記憶さ
れる。
【００５３】
一方、配送情報個人化装置４１０は、配送情報管理装置３１０を介して配送情報格納領域
３５０に定期的にアクセスし、内部に設けられたクロックに基づいて、情報配送日である
「１０月１０日」に達したことを検出すると、「１０月１０日」の情報配送日に対応する
配送条件が設定された配送情報を抽出する（ステップＳ５）。このとき抽出されるのは、
「１０月第２週」、「１０月１０日ＡＭ」、「１０月１０日まで」が設定された配送条件
が設定された配送情報である。このとき、１０月１０日の午前に配送する指示が含まれて
いるので、１０月１０日午前中に処理動作が行われる。
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【００５４】
次に、配送情報個人化装置４１０は、抽出された配送情報のうち、属性条件「１０月第２
週」が設定された配送情報に対するＵＲＬを決定し、配送情報とＵＲＬとを対応づけて共
通配送情報として共通配送情報格納領域４３０に記憶する（ステップＳ６）。
【００５５】
次に、配送情報個人化装置４１０は、属性条件「１０月第２週」に一致する属性情報が設
定された顧客情報を顧客情報格納領域２５０から読み出し、個人向け配送情報を生成する
（ステップＳ７）。この場合、配送情報個人化装置４１０は、属性条件「ＮＷ、ハード、
練馬区」のうち、少なくとも１つの属性条件に一致する属性情報が設定された顧客情報を
読み出す。このとき、読み出す対象となるのは、図４に示す顧客Ｉｄ「Ｕｉｄ００１」、
「Ｕｉｄ００３」顧客情報である。配送情報個人化装置４１０は、顧客Ｉｄ「Ｕｉｄ００
１」の顧客情報を読み出し、この顧客情報に基づいて、図７に示すような個人向け配送情
報を生成する。同様に、配送情報個人化装置４１０は、顧客Ｉｄ「Ｕｉｄ００３」の顧客
情報を読み出し、それぞれ個人向け配送情報を生成する。そして、配送情報個人化装置４
１０は、生成した個人向け配送情報を個人向け配送情報格納領域４２０に記憶する。
【００５６】
次に、配送情報個人化装置４１０は、属性条件「ソフト、埼玉」が設定された配送情報と
属性条件「ＮＷ、ソフト、神奈川」が設定された配送情報についてもステップＳ６、ステ
ップＳ７と同様に、少なくとも１つの属性条件に一致する属性情報が設定された顧客情報
を読み出し、共通配送情報を生成して共通配送情報格納領域４３０に記憶するとともに、
個人向け配送情報を生成し、個人向け配送情報格納領域４２０に記憶する。
【００５７】
ステップＳ６からステップＳ７に示す処理動作が行われると、送信対象となる各顧客Ｉｄ
（Ｕｉｄ００１～Ｕｉｄ００３）に対する個人向け配送情報（図１０（ａ）、（ｂ）、（
ｃ））が個人向け配送情報格納領域４２０に記憶され、３つのコンテンツ（図１０（ｄ）
、（ｅ）、（ｆ））が共通配送情報として共通配送情報格納領域４３０に記憶される。な
お、この場合、図１０においては、説明を簡単にするために図面を簡略化してある。
【００５８】
次に、配送情報個人化装置４１０は、個人向け配送情報格納領域４２０に記憶された個人
向け配送情報をそれぞれ配送サーバ５００に出力し、各個人向け配送情報（図１０（ａ）
、（ｂ）、（ｃ））の送信を指示する（ステップＳ８）。
配送サーバ装置５００は、配送情報格納領域４２０から出力された個人向け配送情報を、
この個人向け配送情報に含まれる配送先アドレスに対応する顧客端末１１０－ｎに送信す
る（ステップＳ９）。例えば、図７に示す個人向け配送情報が顧客端末１１０－１に送信
される。
【００５９】
顧客端末１１０－１は、個人向け配送情報を受信すると、受信した個人向け配送情報を表
示装置に表示する（ステップＳ１０）。このとき、顧客端末１１０－１の表示装置の画面
には、図９に示すように、タイトル（符号９１）、識別子となるＵＲＬ（符号９２、符号
９３）、顧客名（符号９４）、顧客に配送情報が届いたことを通知する内容（符号９５）
等が設定された情報が表示される。
【００６０】
そして、操作者によって入力装置を介して符号９２に示すＵＲＬの共通配送情報の送信が
指示されると、顧客端末１１０－１から配送情報個人化装置４１０に、このＵＲＬに対応
する共通配送情報の送信指示がなされる（ステップＳ１１）。
【００６１】
配送情報個人化装置４１０は、顧客端末１１０－１から指示されたＵＲＬに対応づけられ
た共通配送情報の送信の指示を個人向け配送情報格納領域４２０に行う（ステップＳ１２
）。個人向け配送情報格納領域４２０は、配送情報個人化装置４１０から指示されたＵＲ
Ｌに対応づけられた共通配送情報を顧客端末１１０－１に送信する。
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【００６２】
顧客端末１１０－１は、共通配送情報を受信すると、受信した共通配送情報を表示装置に
表示する（ステップＳ１３）。このとき、顧客端末１１０－１の表示装置の画面には、図
１１に示すような表示がなされる。また、顧客端末１１０－１から図１０符号１１のタイ
トルに対する共通配送情報の送信の指示がなされると、送信指示がなされたタイトルに対
応する共通配送情報が共通配送情報格納領域４３０から送信され、顧客端末１１０－１に
よって受信された後、表示装置に図１０（ｆ）に示すコンテンツの表示がなされる。
【００６３】
また、図１０（ｂ）の個人向け配送情報を受信した顧客端末１１０－ｎ１から図１０符号
１２、符号１３に示すタイトルに対する共通配送情報の送信の指示がなされると、送信指
示がなされたタイトルに対応する共通配送情報が共通配送情報格納領域４３０から送信さ
れ、表示装置には、図１０（ｅ）、（ｆ）に示すコンテンツの表示がなされる。
【００６４】
さらに、図１０（ｃ）の個人向け配送情報を受信した顧客端末１１０－ｎ２から図１０符
号１４、符号１５に示すタイトルに対する共通配送情報の送信の指示がなされると、送信
指示がなされたタイトルに対応する共通配送情報が共通配送情報格納領域４３０から送信
され、表示装置には、図１０（ｄ）、（ｅ）に示すコンテンツの表示がなされる。
【００６５】
以上説明したように、この実施形態によれば、複数の共通配送情報をそれぞれ識別子（Ｕ
ＲＬ）に対応づけて記憶しておき、送信指示がなされた識別子が設定された配送情報を読
み出して送信するようにしたので、送信対象となる顧客毎に配送情報を記憶しておく場合
に比べ、配送情報の格納領域の拡大を低減させることができる。
また、この実施形態によれば、所定の期間毎にまとめて識別子を通知するようにしたので
、顧客は、自分宛に届いた配送情報の一覧を取得でき、この一覧から必要な情報を必要に
応じて取得することができる。これにより、配送情報が届いたことの通知を個別に受信し
て、通知毎に配送情報を確認する必要がなくなるので、顧客は、配送された電子情報の確
認作業を簡略化することができる。
【００６６】
以上説明した実施形態においては、顧客端末１１０－１から送信される顧客情報を顧客情
報蓄積部２００に記憶する場合について説明したが、情報提供端末１００－ｍから送信さ
れる顧客情報を記憶するようにしてもよい。この場合、顧客情報獲得装置２１０は、情報
提供端末１００－ｍから送信された顧客情報に対して顧客Ｉｄを決定し、決定した顧客Ｉ
ｄを情報提供端末１００－ｍに通知する。そして、配送情報に設定されている属性条件に
一致する顧客を対象に配送情報を送信するほかに、情報提供端末１００－ｍから指定され
る顧客Ｉｄに基づいて、配送情報を送信するようにしてもよい。
【００６７】
また、この場合、顧客情報獲得装置２１０は、すでに登録された配送先アドレスと同様の
顧客情報の登録依頼が他の情報提供端末１００－ｍ２からなされた場合、すでに登録され
ている顧客Ｉｄを情報提供端末１００－ｍ２に通知する。これにより、顧客の重複登録を
防止でき、また、複数の情報提供端末１００からの配送情報をとりまとめて送信すること
ができる。
【００６８】
なお、上述した実施形態においては、属性条件が複数設定されている場合に、少なくとも
１つの属性条件を満たす属性情報が設定された顧客情報を有する顧客宛に配送情報を配送
する場合について説明したが、指定される属性条件と属性情報との一致する数が所定の数
以上である場合に顧客宛に配送情報を送信するようにしてもよい。
【００６９】
また、配送情報個人化装置４１０にさらに、属性条件と属性情報とを対応づけるテーブル
情報を予め設定しておき、属性条件と属性情報とが完全に一致していなくとも、このテー
ブル情報に基づき、属性条件に対応する属性情報を検出し、個人向け配送情報を生成する
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ようにしてもよい。
例えば、図１２に示すような属性条件「対象地区」と属性情報「地区」を対応づけるテー
ブル情報を予め記憶しておき、図１３に示すような属性条件が設定された場合に、属性条
件「東京」に対応する属性情報「練馬区（図４）」を検出し、個人向け配送情報を生成す
る。
【００７０】
また、上述した実施形態において、配送情報は、広告に関する情報を送信する場合につい
て説明したが、この配送情報として広告以外の内容を適用するようにしてもよい。
【００７１】
また、図１における顧客情報蓄積部２００、配送情報蓄積部３００、配送情報個別化部４
００の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し
て、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行す
ることにより電子情報の配送管理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシス
テム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホー
ムページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
【００７２】
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フロッピーディスク、光磁気ディ
スク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードデ
ィスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは
、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信す
る場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサ
ーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間
プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能
の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステ
ムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
【００７３】
以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形
態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
【００７４】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、複数の共通配送情報をそれぞれ識別子に対応づ
けて共通配送情報として記憶しておき、属性条件に一致する属性情報を有する顧客宛に配
送情報が届いたことの通知を行い、送信指示がなされた識別子が設定された共通配送情報
を読み出して送信するようにしたので、顧客の趣味や嗜好に応じた配送情報を配信するこ
とができるとともに、送信対象となる顧客毎に配送情報を記憶しておく場合に比べ、配送
情報の格納領域の拡大を低減させることができる。
【００７５】
また、この発明によれば、複数の共通配送情報をそれぞれ識別子に対応づけて共通配送情
報として記憶しておき、顧客Ｉｄによって指定された顧客宛に配送情報が届いたことの通
知を行い、送信指示がなされた識別子が設定された共通配送情報を読み出して送信するよ
うにしたので、顧客毎に個別に配送情報を配信することができるとともに、送信対象とな
る顧客毎に配送情報を記憶しておく場合に比べ、配送情報の格納領域の拡大を低減させる
ことができる。
【００７６】
また、この発明によれば、同一の配送先アドレスに対して個人向け配送情報が複数ある場
合に、各個人向け配送情報に含まれる識別子をまとめて、１つの個人向け配送情報として
生成するようにしたので、顧客は、自分宛に届いた配送情報の一覧を取得でき、この一覧
を参照して必要な配送情報を必要に応じて取得することができる。これにより、配送情報
が届いたことの通知を個別に受信して、通知毎に配送情報を確認する必要がなくなるので
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、顧客は、配送された電子情報の確認作業を簡略化することができる。
【００７７】
配送情報に配送情報の内容を示すタイトルが予め設定しておき、配送情報に対応するタイ
トルを識別子に関連づけて個人向け配送情報を生成するようにしたので、顧客は、個人向
け配送情報のタイトルを参照することができ、共通配送情報を受信して参照しなくても、
配送情報の内容を把握することができる。
【００７８】
この発明によれば、配送情報に関連づけられて記憶された配送条件に基づいて、配送情報
を配送情報蓄積手段から抽出し、抽出された配送情報からそれぞれ個人向け配送情報を生
成するようにしたので、情報提供者の希望に応じた時期に配送情報が届いたことの通知を
行うことができる。
【００７９】
さらに、この発明によれば、配送先アドレスに対応する顧客名を顧客情報蓄積手段から読
み出し、読み出した顧客名を個人向け配送情報に設定するようにしたので、送信する対象
となる顧客に応じた情報を提供することができる効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態による電子情報配送システムの構成を示す概略ブロック図
である。
【図２】この発明の第２の実施形態による電子情報配送システムの構成を示す概略ブロッ
ク図である。
【図３】予め顧客情報蓄積部２００に記憶されている属性情報のリストを表す図面である
。
【図４】顧客情報格納領域２５０に記憶される顧客情報の一例を示す図面である。
【図５】配送情報格納領域３５０に記憶される、配送情報と属性条件と配送条件の一例を
示す図面である。
【図６】配送期日範囲の一例を示す図面である。
【図７】配送情報格納領域３５０に記憶される個人向け配送情報の一例を示す図面である
。
【図８】図２に示す電子情報配送システムの動作について説明するためのフローチャート
である。
【図９】顧客端末１１０－１の表示装置に表示される個人向け配送情報の一例を示す図面
である。
【図１０】個人向け配送情報と共通配送情報の関係を説明するための図面である。
【図１１】顧客端末１１０－１の表示装置に表示される共通配送情報の一例を示す図面で
ある。
【図１２】属性条件と属性情報を対応づけるテーブル情報の一例を示す図面である。
【図１３】配送情報格納領域３５０に記憶される、他の実施形態における属性条件の一例
を示す図面である。
【符号の説明】
１００－１、１００－２　情報提供端末
１１０－１～１１０－ｎ　顧客端末
２００　顧客情報蓄積部　　　　　　　　　　　２１０　顧客情報管理装置
２５０　顧客情報格納領域　　　　　　　　　　３００　配送情報蓄積部
３１０　配送情報管理装置　　　　　　　　　　３５０　配送情報格納領域
４００　配送情報個別化部　　　　　　　　　　４１０　配送情報個人化装置
４２０　個人向け配送情報格納領域　　　　　　５００　配送サーバ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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